
経済産業省 

 

２０２５１１０４保局第１号  

 

電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用についての一部を改正する規

程を次のとおり定める。 

 

 

令和７年１１月２０日 

 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 

 

電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用についての一部を

改正する規程 

 

 

 

電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用について（２０２１０３１９

保局第１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

 

 附 則 

 この規程は、令和７年１１月２０日から施行する。 

 



（別紙） 

 

電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用について（２０２１０３１９保局第１号）の一部を改正する規程 

新旧対照表 

 

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。  

改正後 改正前 

３．報告基準の各号について 

 規則第３条第１項及び第３条の２第１項の各号について、次のとおり解釈する。 

（略） 

【第３条第１項の表第４号、第５号】主要電気工作物の破損事故 

四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故 

イ （略） 

ロ 火力発電所（汽力、ガスタービン（出力千キロワット以上のものに限

る。）、内燃力（出力一万キロワット以上のものに限る。）、これら以外を

原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするも

のをいう。以下同じ。）における発電設備（発電機及びその発電機と一体と

なつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下

同じ。）（ハに掲げるものを除く。） 

ハ～ヘ （略） 

ト 容量が二十キロワットアワーを超える蓄電所 

チ～ヌ （略） 

五 （略） 

（略） 

３．報告基準の各号について 

 規則第３条第１項及び第３条の２第１項の各号について、次のとおり解釈する。 

（略） 

【第３条第１項の表第４号、第５号】主要電気工作物の破損事故 

四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故 

イ （略） 

ロ 火力発電所（汽力、ガスタービン（出力千キロワット以上のものに限

る。）、内燃力（出力一万キロワット以上のものに限る。）、これら以外を

原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするも

のをいう。以下同じ。）における発電設備（発電機及びその発電機と一体と

なつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下

同じ。ただし、ハに掲げるものを除く。） 

ハ～ヘ （略） 

ト 出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の蓄電所 

チ～ヌ （略） 

五 （略） 

（略） 

 

 


